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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脈管構造に挿入可能な可撓性の細長い部材と、
　前記可撓性の細長い部材内部に配置される中心部材と、
　前記中心部材に沿って延在する電気導体と、
　前記中心部材の遠位および前記可撓性の細長い部材内部に配置される基体と、
　を備える血管内センサアセンブリであって、
　前記基体は、
　　前記基体内に配置され前記基体を貫通して長手方向に延在する複数の電極であって、
前記複数の電極は前記基体の長手方向軸の周りに均一に分散され、少なくとも１つの電極
に前記電気導体が結合する、複数の電極と、
　　前記基体の遠位面に配置されるセンサ回路であって、少なくとも１つの電極に結合し
、血管内圧力センサ回路を備えるセンサ回路と、
　を備える、血管内センサアセンブリ。
【請求項２】
　前記複数の電極は、前記センサ回路の３つの異なる端子に結合するように構成される３
つの電極を備える、請求項１に記載の血管内センサアセンブリ。
【請求項３】
　前記可撓性の細長い部材は、少なくとも１つの貫通穴を遠位端に備え、それによって前
記センサ回路を血管内周囲に露出する、請求項１に記載の血管内センサアセンブリ。
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【請求項４】
　前記基体は、前記長手方向軸に沿った円筒形の軸を備える略円筒形を有する、請求項１
に記載の血管内センサアセンブリ。
【請求項５】
　前記基体は、シリコン、ゲルマニウム、シリコンとゲルマニウムの合金、シリカ、石英
、サファイヤ、セラミック素材、プラスチック素材、およびそれらの組み合わせからなる
グループから選択される素材からできている、請求項１に記載の血管内センサアセンブリ
。
【請求項６】
　前記可撓性の細長い部材の近位部と遠位部との間で、前記中心部材に沿ったケーブルを
さらに備え、前記ケーブルは、前記基体の近位面上で前記少なくとも１つの電極に電気的
に結合する前記電気導体を含む、請求項１に記載の血管内センサアセンブリ。
【請求項７】
　前記センサ回路は極小電子機械システム（ＭＥＭＳ）を備える、請求項１に記載の血管
内センサアセンブリ。
【請求項８】
　前記基体は、ウレタンアクリレート、シアノアクリレート、シリコーン、エポキシ、お
よびこれらの任意の組み合わせからなるグループから選択される接着剤を用いて前記中心
部材に接着される、請求項１に記載の血管内センサアセンブリ。
【請求項９】
　血管内装置アセンブリで用いるセンサ構造であって、前記センサ構造は、
　長手方向軸に沿って画定される長さと、前記長手方向軸に垂直に延在する幅とを備える
形状を備える基体を備え、
　前記形状は、
　　それぞれが前記長手方向軸に略垂直に延在する近位面および対向する遠位面と、
　　前記長手方向軸に略平行に延在する外面と、
　　をさらに備え、
　前記センサ構造は、
　前記基体内に配置され前記基体を貫通して長手方向に延在する複数の電極であって、前
記複数の電極は前記長手方向軸の周りに均一に分散され、少なくとも１つの電極が前記血
管内装置アセンブリの電気導体に結合する、複数の電極と、
　前記遠位面上に配置されるセンサ回路であって、少なくとも１つの電極に結合する少な
くとも１つの導線を備え、血管内圧力センサ回路を備えるセンサ回路と、
　をさらに備える、センサ構造。
【請求項１０】
　前記基体は、シリコン、ゲルマニウム、シリコンとゲルマニウムの合金、石英、ガラス
、サファイヤ、セラミック素材、プラスチック素材、およびそれらの組み合わせからなる
グループから選択される素材からできている、請求項９に記載のセンサ構造。
【請求項１１】
　少なくとも１つの電極は前記遠位面から前記近位面まで延在する、請求項９に記載のセ
ンサ構造。
【請求項１２】
　少なくとも１つの電極は、前記遠位面から前記近位面に向かって延在し、それによって
、前記電極の近位端は前記近位面から離間する、請求項９に記載のセンサ構造。
【請求項１３】
　前記センサ回路は前記遠位面にフリップチップ構成で接着される、請求項９に記載のセ
ンサ構造。
【請求項１４】
　血管内環境に露出するセンサを用いて測定を実施するためのシステムであって、前記シ
ステムは、
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　血管内装置であって、
　　脈管構造に挿入可能な可撓性の細長い部材と、
　　前記可撓性の細長い部材内部に配置される中心部材と、
　　前記中心部材に沿って延在する電気導体と、
　　前記中心部材の遠位および前記可撓性の細長い部材内部に配置される基体であって、
　　　前記基体内に配置され前記基体を貫通して長手方向に延在する複数の電極であって
、前記複数の電極は前記基体の長手方向軸の周りに均一に分散され、少なくとも１つの電
極に前記電気導体が結合する、複数の電極と、
　　　前記基体の遠位面上に配置されるセンサ回路であって、少なくとも１つの電極に結
合し、血管内圧力センサ回路を備えるセンサ回路と、
　　を備える前記基体と、
　を備える血管内装置と、
　前記血管内装置に結合する制御コンソールと、
　を備える、システム。
【請求項１５】
　前記制御コンソールと前記血管内装置との間に配置される接合装置をさらに備え、前記
接合装置は電力を前記センサ回路に提供し、前記センサ回路からの信号を処理する、請求
項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記接合装置は、デジタル信号を前記制御コンソールに提供するために、アナログから
デジタルへの変換回路を備える、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記制御コンソールは前記血管内環境の長手方向軸に沿った血圧のグラフを出力する、
請求項１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記基体は、前記長手方向軸に沿う円筒軸を備える円筒形の形状を有する、請求項１４
に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記基体は接着剤を用いて前記中心部材に接着される、請求項１８に記載のシステム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、血管内装置、システム、および方法に関する。一部の実施形態では
、血管内装置はガイドワイヤであり、ガイドワイヤは遠位端に配置される１または複数の
電気、電子、光学、または電気光学センサを含む。
【背景技術】
【０００２】
　心臓病は、患者個人および社会全体にとって重大な医療上の問題である。最近の研究か
ら、心臓病の治療は、血管内圧力測定を用いた冠循環の機能評価など、改良された診断方
法によって診断されると、患者の生活の質が改善されると共に、社会的な医療費が低減す
ることがわかっている。
【０００３】
　血管内カテーテルおよびガイドワイヤは、血管内の圧力を測定するため、血管の内腔を
可視化するため、および／またはその他の方法で血管に関する診断情報を得るために一般
的に使用されている。今日まで、圧力センサ、撮像素子、および／またはその他の電気、
電子、光学、または電気光学構成部品を含有するガイドワイヤは、これらの構成部品を含
まない標準的なガイドワイヤに比べて機械的な性能が劣ることが問題であった。既存の圧
力検出ガイドワイヤは、通常、ガイドワイヤの遠位端からおよそ３ｃｍのところに位置す
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る単一の圧力センサを内蔵する。センサはガイドワイヤ上の所定の位置に固定されている
ため、脈管構造内の異なる位置で圧力を測定するには、ガイドワイヤ全体を前進または後
退させてセンサを所望の位置に配置しなければならない。伝統的に、圧力検出ガイドワイ
ヤは、センサを含み、該センサは、平面基体上に形成され、端子を有する。端子は、血管
内装置を貫通するケーブルの導体に取り付けられる。センサ基体は、通常、感圧部分が血
流内で半径方向外側に面するように配向される。圧力センサ基体をガイドワイヤ構造から
機械的に分離するために、基体を血管内装置の壁からわずかに離すことが一般に好ましい
。それによって、曲げおよびねじり応力がセンサ基体に伝わらないため、圧力測定の正確
さに悪影響を与えない。この圧力検出ガイドワイヤの幾何学形状によって、血管内圧力測
定を行うアクセスを得られるが、機械的構造において譲歩することになり、その結果とし
て測定機能を持たない従来のガイドワイヤに比べて機械的性能が劣る。さらに、センサ端
子と導線との間の電気的相互接続は脆弱なため、故障しやすい。この従来の構成では、血
管内装置の直径は小さいため、センサの直径に制約が生じ、制限および関連する問題が悪
化する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、装置の望ましい機械的特性を保ちつつ、１または複数の電気、電子、光学
、または電気光学構成部品とより強固に相互接続することを提供する改良型血管内装置、
システム、および方法に対する必要性がまだ存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書に開示する実施形態によれば、血管内センサアセンブリは、長手方向軸（ＬＡ
）を有する可撓性の細長い部材と、可撓性の細長い部材内部に配置される中心部材と、中
心部材の遠位および可撓性の細長い部材内部に配置される細長い基体とを含んでいてもよ
い。細長い基体は、細長い基体の外面の少なくとも１つの凹部内に配置される少なくとも
１つの電極であって、少なくとも１つの凹部は長手方向に延在する電極と、細長い基体の
遠位面に配置されるセンサ回路であって、少なくとも１つの電極に結合するセンサ回路と
を含む。
【０００６】
　一部の例では、圧力検出ガイドワイヤが提供される。圧力検出ガイドワイヤは、圧力セ
ンサの膜が、ガイドワイヤの長さに沿ってではなく、ガイドワイヤの幅にわたって延在す
るように取り付けられた圧力センサを含む。圧力センサをこの配向で取り付けることによ
って、ガイドワイヤの外郭が提供する限られた空間内に留まりながら、圧力センサの厚さ
、強固さ、および耐久性を向上させることができる。
【０００７】
　本明細書に開示する実施形態によれば、血管内装置アセンブリで用いるセンサ構造は、
長手方向軸（ＬＡ）に沿って画定される長さと、長手方向軸に垂直に延在する幅とを備え
る細長い形状を有する基体を含んでいてもよい。この形状はさらに、それぞれが長手方向
軸に略垂直に延在する近位面および対向する遠位面と、近位面と遠位面との間の長手方向
軸に略平行に延在する外面と、基体の外面で、少なくとも１つの凹部内で長手方向に配置
される少なくとも１つの電極と、遠位面上に配置されるセンサ回路であって、少なくとも
１つの電極に結合する少なくとも１つの導線または導体を備えるセンサ回路とを含む。
【０００８】
　血管内環境に露出するセンサを用いて測定を実施するためのシステムは、血管内装置を
含む。血管内装置は、長手方向軸（ＬＡ）を有する可撓性の細長い部材と、可撓性の細長
い部材内部に配置される中心部材と、中心部材の遠位および可撓性の細長い部材内部に配
置される細長い基体とを含む。細長い基体は、細長い基体の外面の少なくとも１つの凹部
内に配置される少なくとも１つの電極であって、少なくとも１つの凹部は長手方向に延在
する電極と、細長い基体の遠位面上に配置されるセンサ回路であって、少なくとも１つの
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電極に結合するセンサ回路と、血管内装置に結合する制御コンソールとを含む。
【０００９】
　本明細書に開示する実施形態によれば、圧力検出ガイドワイヤを形成する方法は、細長
い基体を形成することと、複数の凹部を細長い基体の外面に形成することと、各凹部の少
なくとも一部を導電性素材で充填して、複数の電極を形成することと、センサ回路を細長
い基体の正面に製造し、正面は細長い基体の長手方向軸に垂直に延在することと、複数の
電極をセンサ回路の端子に電気的に結合することと、複数の通信ケーブルの導体を複数の
電極に電気的に結合することと、細長い基体を可撓性の細長い部材の遠位部に固定するこ
とを含んでいてもよい。
【００１０】
　本発明の上記およびその他の実施形態は、次の図を参照してさらに詳細に以下で説明す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一部の実施形態による血管内装置の概略側面図である。
【図２】一部の実施形態によるセンサ構造の概略斜視図である。
【図３】一部の実施形態によるセンサ構造の部分的な概略断面正面図である。
【図４】一部の実施形態による血管内装置の遠位部の部分斜視図を示す。
【図５】一部の実施形態によるセンサ構造の端部センサ結合の部分斜視図を示す。
【図６】一部の実施形態による血管内環境に露出する端部センサを用いて実施する測定の
システムの部分概略図を示す。
【図７】一部の実施形態による端部センサを有する血管内装置の製造方法のフローチャー
トを示す。
【図８】一部の実施形態による端部センサを有する血管内装置の製造方法のフローチャー
トを示す。
【図９】一部の実施形態による血管内環境の測定を取得する方法のフローチャートを示す
。
【００１２】
　図中、同じ符号を有する要素は、同じ機能または類似する機能を有する。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本開示の原則の理解を促進するために、図に例示される実施形態を参照し、説明するた
めに特別な言語を用いる。いずれも、本開示の範囲を限定することを意図するものではな
いことを理解されたい。記述した装置、システム、および方法に対する任意の変形および
さらなる修正、および本開示の原則の任意の別の適用は完全に熟慮され、本開示に関する
当業者には通常想到されえる本開示の範囲内に含まれる。具体的には、１つの実施形態に
関して記述する特徴、構成部品、および／またはステップは、本開示のその他の実施形態
に関して記述する特徴、構成部品、および／またはステップと組み合わせてもよいことが
完全に熟慮される。ただし、簡潔さを期すために、これらの組み合わせの度重なる繰り返
しは個別には説明しない。
【００１４】
　本明細書で用いられるように、「可撓性の細長い部材」または「細長い可撓性の部材」
は、患者の脈管構造に挿入可能な、少なくとも任意の薄く、長い可撓性構造を含む。本開
示の例示される実施形態のそれぞれが、円形の断面の輪郭を持つ円筒形を有する可撓性の
細長い部材を含む。この円形の断面の輪郭は可撓性の細長い部材の外径を確定する。別の
例では、可撓性の細長い部材のすべてまたは一部は、その他の幾何学的断面の輪郭（たと
えば、卵型、長方形、正方形、楕円形など）を有していてもよく、または非幾何学的な断
面の輪郭を有していてもよい。可撓性の細長い部材は、たとえば、ガイドワイヤおよびカ
テーテルを含む。この点から、カテーテルは、その他の機器を受容し、および／または誘
導するために、その長さに沿って延在する内腔を含んでいてもよく、または含んでいなく
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てもよい。カテーテルが内腔を含む場合は、内腔は装置の断面の輪郭に対して中央であっ
てもよく、または中央からずれていてもよい。
【００１５】
　本開示のほとんどの実施形態では、可撓性の細長い部材は、１または複数の電気、電子
、光学、または電気光学構成部品を含む。たとえば、限定せずに、可撓性の細長い部材は
、１または複数の以下の種類の構成部品を含んでいてもよい。つまり、圧力センサ、温度
センサ、撮像素子、光ファイバ、超音波トランスデューサ、反射鏡、ミラー、プリズム、
研磨要素、高周波電極、導体、および／またはこれらの組み合わせを含んでいてもよい。
一般に、これらの構成部品は、血管もしくは可撓性の細長い部材が配置される生体構造の
その他の部分からデータを取得するように構成され、または、血管もしくは可撓性の細長
い部材が配置される生体構造のその他の部分に治療を施すように構成される。構成部品は
また、処理、表示、起動、および／または制御を目的として、外部装置と通信するように
構成されることが多い。一部の態様では、本開示の実施形態は、血管の内腔内を撮像する
撮像装置を含み、医療上および非医療上両方の適用を含む。ただし、本開示の実施形態は
、具体的には、人間の脈管構造における使用に適する。血管内空間を撮像すること、具体
的には、人間の脈管構造の内壁を撮像することは、複数の異なる技法によって実現可能で
ある。これらの技法には、超音波（血管内超音波とよく称される（「ＩＶＵＳ」）および
心腔内心エコー検査法（「ＩＣＥ」））および光干渉断層撮影（「ＯＣＴ」）が含まれる
。別の例では、赤外線、熱、またはその他の撮像診断法が使用されている。
【００１６】
　本開示の電気、電子、光学、および／または電気光学構成部品は、可撓性の細長い部材
の遠位部内に配置されることが多い。本明細書で用いられる可撓性の細長い部材の「遠位
部」は、中間部から遠位端までの可撓性の細長い部材の任意の部分を含む。可撓性の細長
い部材は中実であることもあるため、本開示の実施形態の中には、ハウジング部分を遠位
部に含み、電気または電子構成部品を受容するものもある。このようなハウジング部分は
、細長い部材の遠位部に取り付けられる管状構造であってもよい。一部の可撓性の細長い
部材は管状であり、１または複数の内腔を有していてもよい。遠位部内には、電気または
電子構成部品を配置可能である。一部の実施形態では、遠位部は、電気、電子、光学、お
よび／または電気光学構成部品を取り付けるための個別のハウジングを含まない。このよ
うな例では、遠位部の外径は可撓性の細長い部材の外径と同じであってもよい。一部の例
では、遠位部は近位および遠位の可撓性要素（たとえば、コイル、可撓性管など）に結合
する。したがって、一部の実装では、遠位部は徐々に小さくなる外径を各端部に含み、そ
れによって小さくなった外径がわずかに近位および遠位の可撓性要素の内径よりもわずか
に小さくなる。その他の実装では、遠位部は、遠位および近位の可撓性要素の内径よりも
わずかに小さい均一の外径を有する。
【００１７】
　電気、電子、光学、および／または電気光学構成部品ならびに関連する通信回線は、可
撓性の細長い部材の直径を非常に小さくできるような大きさおよび形状である。たとえば
、本明細書で記載する１または複数の電気、電子、光学、および／または電気光学構成部
品を含有するガイドワイヤまたはカテーテルなどの細長い部材の外径は、約０．００７イ
ンチ（０．１７８ｍｍ）から約０．１１８インチ（３．０ｍｍ）の間である。一部の具体
的な実施形態では、外径はおよそ０．０１４インチ（０．３５６ｍｍ）とおよそ０．０１
８インチ（０．４５７ｍｍ）の間である。一部の実施形態では、細長い部材の外径は０．
０３５インチ（０．８９ｍｍ）であってもよい。このように、本出願の電気、電子、光学
、および／または電気光学構成部品を内蔵する可撓性の細長い部材は、心臓の一部または
心臓を囲む近接部位に加えて、四肢の静脈および動脈、腎動脈、脳内血管および脳周囲の
血管、およびその他の内腔など、人間の患者内の多様な種類の内腔で用いるのに適切であ
る。
【００１８】
　本明細書で用いる「接続する」という用語およびその変形は、接着またはその他の方法
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で直接的に別の要素に、要素上に、または要素内に取り付けられる直接的な接続に加えて
、１または複数の要素が、接続された要素間に配置される間接的な接続も含む。
【００１９】
　本明細書で用いる「固定される」という用語およびその変形は、接着またはその他の方
法で直接的に別の要素に、要素上に、または要素内に取り付けられる、部材を直接的に別
の要素に固定する方法に加えて、１または複数の要素が、固定された要素間に配置される
ような、２つの要素を固定する間接的な技術も含む。
【００２０】
　本開示による実施形態で用いるセンサは、軸方向を向く血管内装置内に配置されてもよ
い。この点から、本明細書で開示する一部の実施形態は、一般に、米国特許出願番号第１
１／８６４，４９９号に詳細に開示される実施形態に類似することもある。「深堀り反応
性イオンエッチングで製造されたセンサを組み入れた血管内圧力装置」という名称の同出
願は、Ｐａｕｌ　Ｄｏｕｇｌａｓ　Ｃｏｒｌによって２００７年９月２８日に出願され、
その内容はその全体をすべての目的に対して、本出願に援用される。さらに、本開示によ
る実施形態は、軸方向を向く圧力検出回路に、強固な取付構造を提供する。そのため、ガ
イドワイヤ構造によって発生する外部応力から、張り出しセンサを切り離す必要性が緩和
される。本明細書に開示する実施形態は、厚いウエハ基体上に形成されるセンサ回路を含
んでいてもよい。ウエハ基体はその後、強固な取付構造上に配置される。
【００２１】
　ここで図１を参照すると、本開示の実施形態による血管内装置１００の一部が示される
。この点について、血管内装置１００は、可撓性の細長い部材１０２を含む。可撓性の細
長い部材１０２は、遠位端１０５に隣接する遠位部１０４と、近位端１０７に隣接する近
位部１０６とを含む。構成部品１０８は、遠位端１０５に近接する可撓性の細長い部材１
０２の遠位部１０４内に配置される。一般に、構成部品１０８は１または複数の電気、電
子、光学、または電気光学構成部品を表す。この点から、構成部品１０８は圧力センサ、
温度センサ、流量もしくは速度センサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、信号処理回
路、高周波通信モジュール、メモリモジュール、撮像素子、光ファイバ、超音波振動子、
反射鏡、ミラー、プリズム、研磨要素、高周波電極、導体、および／またはこれらの組み
合わせである。特定の種類の構成部品または構成部品の組み合わせは、血管内装置が意図
する用途に応じて選択することができる。一部の例では、構成部品１０８は、遠位端１０
５から１０ｃｍ未満、５ｃｍ未満、または３ｃｍ未満に配置される。一部の例では、構成
部品１０８は遠位端１０５に直接隣接して配置される。このような事例では、遠位端は、
薄い塗装のみから構成されてもよく、またはまったくなくてもよい。一部の例では、構成
部品１０８は可撓性の細長い部材１０２のハウジング内に配置される。この点から、一部
の例では、ハウジングは可撓性の細長い部材１０２に固定された個別の構成部品である。
別の例では、構成部品１０８は可撓性の細長い部材１０２の一部として一体形成される。
【００２２】
　血管内装置１００はまた、装置の近位部１０６に隣接するコネクタ１１０も含む。この
点から、コネクタ１１０は、可撓性の細長い部材１０２の近位端１０７から距離１１２だ
け離間している。一般に、距離１１２は可撓性の細長い部材１０２の全長の０％と５０％
との間である。可撓性の細長い部材の全長は任意の長さであってもよいが、一部の実施形
態では、全長は約９０ｃｍと約４００ｃｍとの間であり、一部の特定の実施形態では、長
さは１４０ｃｍ、１９０ｃｍ、または３００ｃｍである。したがって、一部の例では、コ
ネクタ１１０は近位端１０７に配置される。別の例では、コネクタ１１０は近位端１０７
から離間する。たとえば、一部の例では、コネクタ１１０は近位端１０７から、約０ｃｍ
から約１４０ｃｍまで離間する。一部の特定の実施形態では、コネクタ１１０は近位端か
ら０ｃｍ、３０ｃｍ、または１４０ｃｍの距離だけ離間する。
【００２３】
　コネクタ１１０は、血管内装置１００と別の装置との間の通信を促進するように構成さ
れる。より具体的には、一部の実施形態では、コネクタ１１０は、構成部品１０８が取得
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したデータを、演算装置またはプロセッサなどの別の装置に通信することを促進するよう
に構成される。したがって、一部の実施形態では、コネクタ１１０は電気コネクタである
。このような例では、コネクタ１１０は、１または複数の電気導体に電気接続を提供する
。電気導体は、可撓性の細長い部材１０２の長さに沿って延在し、構成部品１０８と電気
的に結合する。本開示による、電気導体の一部の特定の実施形態を図５～図１１の内容に
基づいて以下説明する。別の実施形態では、コネクタ１１０は光学コネクタである。この
ような例では、コネクタ１１０は、１または複数の光学通信経路（たとえば、光ファイバ
ケーブル）に光学接続を提供する。光学通信経路は可撓性の細長い部材１０２の長さに沿
って延在し、構成部品１０８と光学的に結合する。さらに、一部の実施形態では、コネク
タ１１０は電気および光学接続の両方を、構成部品１０８に結合する電気導体および光学
通信経路の両方に提供する。この点から、一部の例では、構成部品１０８は複数の要素を
備えることに再度留意されたい。一部の例では、コネクタ１１０は、別の装置に対する直
接的または間接的な物理的接続を提供するように構成される。別の例では、コネクタ１１
０は血管内装置１００と別の装置との間の無線通信を促進するように構成される。一般に
、任意の現在または将来開発される無線プロトコルを用いてもよい。さらに別の例では、
コネクタ１１０は、別の装置に対する物理的接続および無線接続の両方を促進する。
【００２４】
　前述のように、一部の例では、コネクタ１１０は、血管内装置１００の構成部品１０８
と外部装置との間の接続を提供する。したがって、一部の実施形態では、１または複数の
電気導体、１または複数の光学経路、および／またはこれらの組み合わせが、可撓性の細
長い部材１０２の長さに沿ってコネクタ１１０と構成部品１０８との間に延在し、コネク
タ１１０と構成部品１０８との間の通信を促進する。一般に、任意の数の電気導体、光学
経路、および／またはこれらの組み合わせは、可撓性の細長い部材１０２の長さに沿って
コネクタ１１０と構成部品１０８との間に延在してもよい。一部の例では、１から１０ま
での電気導体および／または光学経路は、可撓性の細長い部材１０２の長さに沿ってコネ
クタ１１０と構成部品１０８との間に延在する。明確さと簡潔さを期すために、以下に記
載する本開示の実施形態は、３つの電気導体を含む。ただし、通信経路の総数ならびに／
または電気導体および／もしくは光学経路の数は別の実施形態では異なることを理解され
たい。より具体的には、可撓性の細長い部材１０２の長さに沿って延在する通信経路の数
および電気導体および光学経路の数は、構成部品１０８の所望する機能および構成部品１
０８を画定して該機能を提供する対応する要素によって決定される。
【００２５】
　本開示による実施形態は、血管内装置の長さに沿って複数の位置にセンサを伸ばし、ま
たは後退させる能力を提供してもよい。または「シュノーケル」を伸ばして、または後退
させることによって、軸的に異なる位置から、固定センサを圧力にさらす能力を提供して
もよい。たとえば、一部の実装では、センサは、周囲の細長い部材に対して機械的に移動
可能な中央の中心に固定されてもよい。センサが圧力センサである実施形態では、血管に
沿った血圧は、血管内装置の遠位端位置を移動させずに、マッピングされてもよい。セン
サが中心部材１３５と共に引っ張られるときに、遠位端位置は外部の細長い部材１３０に
固定されたままであってもよい。さらに、センサ構造１０８またはその他の関連する構成
部品の係合特徴によって、所望する場合は、ワイヤの先端のトルクおよび回転が可能にな
ってもよい。このような引き戻し機能を有する実施形態は、「摺動圧力センサを備えた圧
力ガイドワイヤ」という名称の２０１２年１２月２７日出願の米国仮特許出願第６１／７
４６，５３７号に開示されており、その内容はその全体をすべての目的に対して、本出願
に援用される。さらに、一部の実施形態は、「人工筋肉を有する血管内装置および関連す
るシステム、および方法」という名称で２０１２年１２月３１日に出願された米国仮特許
出願第６１／７４７，９５８号に開示される装置の特徴を含む。同出願の内容はその全体
をすべての目的に対して、本出願に援用される。
【００２６】
　図２は、一部の実施形態による端部センサ２２０のためのセンサ構造１０８の斜視図で
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ある。例示される実施形態において、センサ構造１０８は、略円筒形を有する基体２１０
を含む。基体２１０は、遠位表面２１１および近位表面２１２、直径Ｄ２１５および長さ
Ｌ２１６を含む。したがって、Ｌ２１６は０．００１ｍｍと薄くてもよく、または１、２
、３、５ｍｍ、またはさらに長くてもよく、約０．１ｍｍの実施形態もあれば、約０．５
ｍｍの実施形態もある。一部の実施形態では、曲げ剛性への衝撃を低減するためにＬ２１
６が短いことが望ましい。長いＬ２１６を用いる実施形態は、曲がりを防ぐために強固な
保護を含んでいてもよい。センサへの結合またはセンサ自体が破壊されることもあり、信
号が損失する可能性があるため、曲がりは望ましくない。したがって、直径に対する長さ
として画定される縦横比がおよそ２未満であることが望ましい。たとえば、直径０．０１
４インチ（０．３５６ｍｍ）のガイドワイヤの実施形態では、構成部品１０８はおよそ０
．０１０インチ（０．２５ｍｍ）の直径であってもよく、長さＬ２１６は０．０２０イン
チ（０．５０ｍｍ）、またはさらに短くてもよい。直径Ｄ２１５は、センサ構造１０８が
血管内装置１００に収まるように小さい寸法であってもよい。一部の実装では、センサ構
造１０８の直径Ｄ２１５は、ハウジング内に収まるような寸法である。たとえば、一部の
実装では、センサ構造はハウジング内に配置される。ハウジングは、側壁を貫通する開口
を有し、センサ構造を周囲に露出する。一部の具体的な実施形態では、センサ構造を含有
するハウジングは、２つの可撓性部材（たとえば、コイル、ポリマ管、コイルを埋め込ん
だポリマ管、および／またはこれらの組み合わせ）の間に配置される。センサ構造１０８
は、接着を含む任意の適切な技術を用いて、ハウジングに固定されてもよい。たとえば、
一部の例では、センサ構造１０８は、「超小型圧力センサ」という名称の米国特許番号第
７，９６７，７６２号に記載するのと類似のハウジング内で縦方向に取り付けられる。同
特許の内容はその全体をすべての目的に対して、本出願に援用される。したがって、一部
の実施形態では、直径Ｄ２１５は２ｍｍ、１ｍｍ、５００μｍ、またはそれ未満でもよい
。たとえば、外径約０．０１４５インチ（０．３７ｍｍ）のガイドワイヤでは、Ｄ２１５
は約０．０１１５インチ（０．２９ｍｍ）より短くてもよい。外径約０．０１８インチ（
０．４６ｍｍ）のガイドワイヤでは、Ｄ２１５は０．０１４５インチ（０．３７ｍｍ）ま
で大きくてもよい。外径約０．０３５インチ（０．８９ｍｍ）のガイドワイヤでは、Ｄ２
１５は０．０３０インチ（０．７６ｍｍ）まで大きくてもよい。この技術は、小さなガイ
ドワイヤで空間的に非常に制約がある形状の場合に、特に適切である。
【００２７】
　基体２１０は、ゲルマニウム、シリカ、石英、ガラス、サファイヤ、または任意のセラ
ミック素材など、半導体工場で用いられるシリコンまたは任意のその他の素材からできて
いてもよい。基体２１０は、電極２３０－１、２３０－２、および２３０－３（以下総称
して電極２３０と呼ぶ）を含む。一部の実施形態では電極２３０は、金、銀、銅、アルミ
ニウム、または任意のその他の導電素材から形成される導体を含む。一部の実施形態では
、端部センサ２２０は、空洞をシールするように空洞上に配置される可撓性膜を含む。印
加される圧力によって、膜は空洞内部に様々な分量だけゆがむ。一部の例では、膜には導
電性素材が埋め込まれる。導電性素材は、ピエゾ抵抗、容量性、ナノワイヤ、ナノファイ
バ、および／またはその他の適切な圧力変換回路素子を形成するようにパターン化される
。したがって、膜に印加される圧力によって、膜は曲がり、それによって、埋め込まれた
回路の抵抗、容量、および／または印加圧力に関連しうるその他の測定可能な特性が変化
する。膜の形状は、正方形、長方形、円形、楕円形、その他の幾何学、および／または非
幾何学な形状であってもよい。
【００２８】
　端部センサ２２０は電極２３０に、導体２３５－１、２３５－２、および２３５－３（
以下総称して導体２３５と呼ぶ）によって結合する。導体２３５は、導電性ワイヤ、導電
性配線、またはドーピングした半導体素材であってもよい。電極２３０は、半導体製造技
術を用いて、シリコン基体（たとえば、円筒形の基体２１０）を貫通してエッチングされ
たビア内に形成されてもよい。別の実施形態では、電極２３０は、シリコン基体の外面に
形成される凹部に形成される。したがって、電極２３０は長手方向に、基体２１０を貫通
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するか、または基体２１０の表面に沿って長手方向軸と平行な方向に配置される。
【００２９】
　一部の例では、各電極２３０は、近位面２１２に近接するか、または近位面２１２にあ
る近位端と、遠位面２１１に近接するか、または遠位面２１１にある対向する遠位端とを
有する。別の例では、各電極の近位端は近位面２１２からかなり離間する。この点から、
貫通ビア内および／または基体２１０の外面の凹部に空間を保つことによって、電極２３
０に電気的に結合すべき導体は、少なくとも部分的に貫通ビアおよび／または凹部内に配
置されて、そこで電極と電気的に結合してもよい。たとえば、一部の例では、導体の遠位
部分は、貫通ビアおよび／または凹部内に配置され、それによって、導体の遠位端は電極
の近位端に近接して、および／または電極の近位端と接触して配置される。その後、はん
だ、溶接、および／またはその他の適切な導電性結合機構を用いて、導体を電極に固定し
、電気的に結合する。
【００３０】
　端部センサ２２０は外側に向かって遠位方向に、遠位面２１１上に配置される。本構成
による実施形態によって、カンチレバー構成で薄いセンサ層を有するための制約が低減さ
れる。さらに、基体２１０が機械的に強固なことによって、中心ワイヤおよび／またはガ
イドワイヤのその他の部分において、センサ２２０から応力が取り除かれる。さらに、遠
位面２１１は、中心部材１３５を長手方向軸の周りで回転させるトルクと略平行な方向に
整列され、センサ２２０はねじり効果から生じる応力から解放される。このような構成に
よって、幾何学的および機械的制約を緩和して、センサ回路２２０の製造プロセスに関す
る設計上の懸念が減少する。
【００３１】
　一部の実施形態では、センサ２２０は、ウエハ上に形成された微小電気機械システム（
ＭＥＭＳ）などの回路および構造を含む。一部の実施形態では、端部センサ２２０は、エ
ッチング、蒸着、および導電性層を基体上に埋め込むなどの半導体製造技術を用いて形成
されてもよい。センサ２２０が遠位方向に面する場合、センサ２２０は、血管内装置１０
０を血管内に配置する際の制約を低減するような厚さであってもよい。このように、セン
サ２２０を作成するためのウエハは、薄いウエハ（およそ５０から１００μｍ）、極薄の
ウエハ（５０μｍ未満であり、１μｍほどの薄さ）、または通常の厚さのウエハ（通常３
００から７００μｍ）であってもよい。たとえば、一部の実施形態では、センサ２２０を
含む構成部品１０８全体は、基体２１０も提供する４００から６００μｍの厚いウエハ上
に形成されてもよく、また、ウエハを貫通するビア内に形成される電極２３０を含んでい
てもよい。この概念から、一般に、構成部品１０８の円筒形の断面の輪郭は、深堀り反応
性イオンエッチングなどのエッチング処理によって製造される。断面の輪郭が１または複
数のウエハ貫通ビアを横断する場合は、これらのビアは基体２１０の表面で凹部となる。
したがって、センサ２２０は、深堀り反応性イオンエッチング（ＤＲＩＥ）技法を用いて
製造されたＭＥＭＳなどの回路および／または構造を含んでいてもよい。これは、米国特
許出願番号第１１／８６４，４９９号に詳細に記載されている。２００７年９月２８日に
出願された「深堀り反応性イオンエッチングで製造されたセンサを組み入れた血管内圧力
装置」という名称の同出願は、その内容がその全体をすべての目的に対して、本出願に援
用される。
【００３２】
　図３は、一部の実施形態による端部センサ２２０のセンサ構造３０８の線図である。こ
のように、センサ構造３０８は、略円筒形を有する基体２１０を含む。また、センサ構造
３０８は、電極３３０－１、３３０－２、および３３０－３（総称して電極３３０と称す
る）を含む。電極３３０は、導体３３５－１、３３５－２、および３３５－３（以下導体
３３５と呼ぶ）によって、それぞれ端部センサ２２０に結合する。導体３３５は、詳細に
前述した導体２３５であってもよい（図２参照）。したがって、電極３３０は、導電性素
材を沈着させて構造を充填し、基体２１０上の凹みとして形成されてもよく、おおよそ円
筒形を形成する。さらに、電極３３０は、センサ構造３０８の遠位面（センサ２２０を含
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む面）から、遠位面の反対側のセンサ構造３０８の近位面まで延在してもよい。一部の実
装では、電極３３０の形成後、および／または電極３３０を通信ケーブルの導体に電気的
に結合した後に、センサ構造３０８を絶縁素材で塗装する。
【００３３】
　図４は、一部の実施形態による血管内装置４００の遠位部４０６の部分斜視図を示す。
血管内装置４００の遠位部４０６は、詳細に前述したように、血管内装置１００の遠位部
１０６としての要素を含んでいてもよい（図１参照）。たとえば、遠位部４０６は、セン
サ２２０を遠位面上に有するセンサ構造１０８を含む。さらに、遠位部４０６は、穴４３
５－１および４３５－２（総称して穴４３５と呼ぶ）を有する細長い可撓性部材４３０の
一部を含む。穴４３５はセンサ２２０を血管内部に存在する血液およびその他の流体など
の周囲の流体に露出する。一般に、穴または開口４３５は任意の形状を有していてもよい
。形状には、幾何学的な形状（たとえば、卵型、円形、楕円形、長方形、三角形、正方形
、ひし形など）、非幾何学的な形状、および／またはこれらの組み合わせを含む。同様に
、血管内装置４００は、任意の数の開口を含み、センサ２２０を周囲の流体に露出するこ
とを促進してもよい。この点から、開口の数は、開口の大きさおよび／または位置によっ
て決まってもよい。
【００３４】
　図４は、詳細に前述した遠位端１０５であってもよい遠位端４０５を示す（図１参照）
。さらに、遠位端４０５は、図４に例示するように、先細の形状であってもよい。当業者
は遠位端４０５の特定の形状が非限定的なものであり、直線状の形状を遠位端４０５に用
いてもよいことを認識するであろう。一部の実施形態では、遠位端４０５は閉鎖している
。別の実施形態では、遠位端４０５は開口しており、それによって、別の通路を提供し、
センサ２２０を血管内の周囲の流体に露出する。
【００３５】
　図５は、一部の実施形態によるセンサ構造１０８の端部センサの結合の部分斜視図を示
す。このように、図５の結合は中心部材１３５とセンサ構造１０８との間の接合を形成す
る。図５は、３つのワイヤまたは導体を含むケーブル５０１を例示する。ケーブル５０１
は、整理番号第４４７５５.８２４号、「血管内装置、システム、および方法」という名
称の米国特許出願に詳細に記載する３本ケーブルであってもよい。同出願の内容はその全
体をすべての目的に対して、本出願に援用される。
【００３６】
　ケーブル５０１は、センサ構造１０８の近位面２１２に対面する、中心部材１３５の遠
位面に近接する導線に分かれる。一部の実施形態では、ケーブル５０１は、導線５１０－
１、５１０－２、および５１０－３（総称して導線５１０と呼ぶ）を形成する電気導体ま
たはワイヤを含む。これらの導線は中心部材１３５の遠位面に配置されてもよい。このよ
うに、一部の例では、導線５１０は点状のはんだ素材内で終端し、センサ構造１０８の電
極２３０と電気的に接触する。別の例では、導線５１０は、センサ構造１０８の電極２３
０が形成される開口または凹部内に少なくとも部分的に配置される。一部の例では、中心
部材１３５の遠位面およびセンサ構造１０８の近位面は互いに当接する。一部の実施形態
では、センサ構造１０８は、接着剤または糊を用いて中心部材１３５に接着されてもよい
。一部の実施形態では、接着剤はウレタンアクリレート、シアノアクリレート、シリコー
ン、エポキシ、および／またはこれらの組み合わせであってもよい。接着剤はセンサ構造
１０８を中心部材１３５に固定するように選択される。一部の例では、センサ構造１０８
は中心部材１３５に柔軟に接続する。さらに別の例では、センサ構造１０８は中心部材１
３５に固定されないが、代わりに、取り付けられた導電性ワイヤによって所定の位置に維
持される。
【００３７】
　本開示による実施形態は、ケーブル５０１と電極２３０との間の強固な相互接続を提供
する。たとえば、図５に示すように、電気的接触は中心部材１３５の遠位面とセンサ構造
１０８の近位面２１２との間に挟持される。さらに、センサ回路２２０の相互接続構成は
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、完全に血管内装置１００の可撓性の細長い部材１０２内にある。したがって装置の形状
には余分な制約がかからない。導体は、制限なく任意の適切な形状であってよく、柔軟な
フォイル、らせん状に覆われた形状、直接書き込み、巻きつけたワイヤ、および／または
これらの組み合わせであってもよい。
【００３８】
　図６は、血管内媒体に露出される端部センサを用いて測定するためのシステム６００の
部分概略図を示す。システム６００は、血管内装置１００と、血管内装置に結合する接合
装置６１０と、プロセッサ回路６２１を含む制御コンソール６２０と、表示ユニット６３
０とを含む。血管内装置１００は、前述したものに類似するセンサ構造を有することを含
めて、前述のものと類似していてもよい。
【００３９】
　接合装置６１０は、電力および信号をセンサ回路２２０に提供するように構成される電
子回路を含んでいてもよい。接合装置６１０の電子回路はまた、センサ回路２２０からの
信号を受信および処理するように構成されてもよい。たとえば、接合装置６１０は、セン
サ回路２２０から提供される信号を接合装置６１０がアナログからデジタルへ変換できる
ように、アナログからデジタルへの変換器を含んでいてもよい。コンソール６２０は、電
力を提供し、接合装置６１０によって処理されたセンサ回路データを受信することによっ
て、接合装置６１０の操作を制御してもよい。データが処理され、さらにコンソール６２
０で分析されると、画像は表示ユニット６３０上に表示されてもよい。たとえば、画像は
血管の長手方向に沿った、圧力値を表す図形表示および表を含んでいてもよい。
【００４０】
　図７は、一部の実施形態による、端部センサを有する血管内装置の製造方法のためのフ
ローチャートを示す。方法７００のステップは手動でオペレータによって実施されてもよ
く、またはプロセッサ回路およびメモリ回路を有するコンピュータによって制御される機
械によって自動で実施されてもよい。さらに、一部の実施形態による、方法７００のステ
ップは部分的にオペレータによって実施されてもよく、一部のステップは部分的に、コン
ピュータによって制御される機械によって自動で実施されてもよい。方法７００の血管内
装置は、本出願に記載する１または複数の実施形態に類似していてもよい。一部の例では
、血管内装置は、中心部材、センサのセンサ構造、および可撓性部材を含む。さらに、方
法７００の血管内装置は、電力を提供するため且つデータをセンサから収集するために中
心部材に沿って延在するケーブルを含んでいてもよい（たとえば、ケーブル５０１）。
【００４１】
　一部の態様では、本開示の端部センサは、既存の製品に用いる技術と類似している製造
技術に依存するが、いくつかの重要な差異がある。特に重要な１つの差異は、端部センサ
が既存の製品のように薄くはないことである。たとえば、一部の実装では、既存の製品は
ウエハの後ろ側の素材を除去し、最終的なセンサ装置の厚さが約０.０５０～０.０７５ｍ
ｍになるようにする。薄いセンサ装置は一部の既存の製品では重要である。装置が水平な
配向で配置されており（膜は長手方向軸に平行に対面する）、製品が用いられているガイ
ドワイヤの０.３５６ｍｍの直径内に収まらなければならないという制約があるためであ
る。長手方向軸に垂直に対向する膜を備えるセンサを本開示によるガイドワイヤの遠位（
または近位）端に向けて配置することによって、強度、可撓性、接続性、および／または
これらの組み合わせのために、センサの長さまたは厚さを最適化することができる。
【００４２】
　ステップ７１０では、基体は細長い形状に形成されている。したがって、一部の例では
、細長い形状は略円筒形であり、長手方向軸は血管内装置の長手方向軸に平行であり、正
面は長手方向軸に略垂直である。ただし、別の実装で、基体はその他の細長い形状を有し
ていてもよい。これらの形状には、幾何学的、非幾何学的、および／またはこれらの組み
合わせの断面の輪郭を有する細長い形状が含まれる。一部の例では、正面は円形の断面の
輪郭を有する略平面に形成される。一部の実施形態では、ステップ７１０は、１、２、３
、５ｍｍなどの数ｍｍの長さ、またはさらに長い長さを持つ細長い基体を形成することを
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含む。一部の実施形態では短い長さを持つことが、曲げ剛性の衝撃を低減するために望ま
しい。用いる長さが長い実施形態では、曲がりを防ぐために、強固な保護を含んでいても
よい。センサとの結合またはセンサ自体を破損することもあり、信号が損失する可能性が
あるため、曲がりは望ましくない。したがって、０．０２０インチ（０．５０ｍｍ）ほど
の長さ、またはさらに短い長さを持つことが望ましい。ステップ７１０は、（たとえば、
直径を持つ円形の断面の輪郭を備える円筒形など）幅または直径が約２ｍｍ、１ｍｍ、５
００μｍ、またはそれ未満である断面の輪郭を持つ細長い基体を形成することを含んでい
てもよい。たとえば、外径が約０．０１４５インチ（０．３７ｍｍ）であるワイヤでは、
直径は約０．０１１５インチ（０．２９ｍｍ）より小さくてもよい。外径が約０．０１８
インチ（０．４６ｍｍ）であるワイヤでは、直径は０．０１４５インチ（０．３７ｍｍ）
の大きさでもよい。外径が約０．０３５インチ（０．８９ｍｍ）であるワイヤでは、直径
は０．０３０インチ（０．７６ｍｍ）の大きさでもよい。一部の実施形態ではステップ７
１０は、基体をシリコン、ゲルマニウム、またはシリコンおよびゲルマニウムの合金から
、半導体製造技術を用いて形成することを含んでいてもよい。ステップ７１０で用いられ
る素材は、特定の適用に基づいてもよく、本開示による実施形態を限定しない。一般に、
ステップ７１０で用いる素材は、半導体工場で用いられる任意の素材であってもよく、例
えば、シリカ、石英、ガラス、サファイヤ、任意のセラミック素材、またはビニールなど
のプラスチックであってもよい。
【００４３】
　ステップ７２０では、貫通穴および／または凹部が基体に形成される。一部の実施形態
では、ステップ７２０は、ステップ７１０の細長い基体の長手方向軸に平行な貫通穴をエ
ッチングすること含んでいてもよい。したがって、ステップ７２０では、ステップ７１０
で提供される細長いシリコン基体に穴を貫通シリコンビアとして形成することを含んでい
てもよい。一部の実施形態では、ステップ７２０は、ステップ７１０の細長い基体の側面
に長手方向のノッチまたは凹みを形成することを含んでいてもよい。一部の実施形態では
、ステップ７２０は、イオンビーム衝撃などの半導体製造技術を用いて実施されてもよい
。一部の実施形態では、ステップ７２０は、基体に超微細押し出しを形成し、その後押し
出された部分を機能性キャップに取り付けることを含んでいてもよい。
【００４４】
　ステップ７３０では、ステップ７２０で形成された貫通穴および／または凹部は、少な
くとも部分的に導電性素材で充填され、電極を形成する。ステップ７３０は、流動、スパ
ッタリング、および／または蒸着などの、導電性素材をステップ７２０で形成された貫通
穴および／または凹部に入れる技術を含んでいてもよい。ステップ７３０は、少なくとも
部分的に貫通穴および／または凹部を充填するために、金、銀、銅、アルミニウム、上記
の合金、または上記の任意の組み合わせなどの導電性素材を用いることを含んでいてもよ
い。
【００４５】
　ステップ７４０ではセンサ回路は、ウエハ基体上に形成される。たとえば、ステップ７
４０は、基体上にＭＥＭＳ回路を形成するためのＤＲＩＥ処理を含んでいてもよい。一部
の例では、市販の圧力センサが提供される。一部の例では、「超小型圧力センサ」という
名称の米国特許番号第７，９６７，７６２号で記載されている圧力センサ隔壁および抵抗
器の構成に類似するものが使用されている。
【００４６】
　ステップ７５０では、センサ回路は細長い基体の正面に配置される。したがって、ステ
ップ７５０は、接着剤を用いて、センサ回路を細長い基体上にしっかりと配置することを
含んでいてもよい。一部の実施形態では、ステップ７５０は、細長い基体の正面に、フリ
ップチップ技術などの半導体製造技術を用いてセンサ回路を取り付けることを含んでいて
もよい。ステップ７５０では、細長い基体の正面は、細長い基体の長手方向軸に略垂直な
表面であってもよい。
【００４７】
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　ステップ７６０では、電極をセンサ回路端子に接続する導体が形成される。一部の実施
形態では、ステップ７６０は、軌道に沿って導電要素を沈着する半導体製造技術を用いて
導体を形成することを含んでいてもよい。一部の実施形態では、ステップ７６０は、半導
体素材およびドーパントを、細長い基体の正面の溝に沿って沈着することを含んでいても
よい。ステップ７６０で用いる軌道または溝は、細長い基体に形成される電極をセンサ回
路端子に接続してもよい。ステップ７６０は、フォトリソグラフィおよびＤＲＩＥなど、
半導体製造工業で用いる手順を実施することを含んでいてもよい。ステップ７６０は、軌
道および溝を細長い基体上に形成し、素材を軌道上および溝内に沈着することを含む。イ
オンビーム蒸着、スパッタリング、蒸着、および焼き戻しは、一部の実施形態によるステ
ップ７６０に含まれていてもよい手順である。
【００４８】
　ステップ７７０では、ケーブル導線はステップ７３０で形成される電極に電気的に結合
する。ステップ７７０は、電極を含む細長い基体の背面に、結合を形成することを含んで
いてもよい。背面は、細長い基体の長手方向軸に略垂直であってもよく、ステップ７５０
によるセンサ回路を有する正面に対向してもよい。ステップ７７０のケーブル導線は、３
つのワイヤを含んでいてもよい。各導線は回路の個別のノードに接続する。たとえば、１
つのワイヤは測定回路の接地ノードに接続し、その他の２つのワイヤが、圧力などの関心
事の測定を表す電気信号を持つ信号ノードに接続されてもよい。
【００４９】
　ステップ７８０では、細長い基体は中心部材または血管内装置のその他の構造に取り付
けられる。したがって、ステップ７８０は、接着剤を用いて中心部材の遠位面を細長い基
体の近位面に接着することを含んでいてもよい。細長い基体の近位面は、ステップ７７０
のように電極への接着を有する裏の基体であってもよい。一部の例では、細長い基体は、
ハウジング、可撓性要素（たとえば、コイル、ポリマ管、コイルを埋め込んだポリマ管な
ど）、またはその他の部品など、中心部材以外の血管内装置の構成部品または複数の構成
部品に接着される。
【００５０】
　図８は、一部の実施形態による、端部センサを有する血管内装置を製造する方法のフロ
ーチャートを示す。方法８００のステップは、オペレータによって手動で実施されてもよ
く、またはプロセッサ回路およびメモリ回路を有するコンピュータによって制御される機
械によって、自動で実施されてもよい。さらに一部の実施形態によれば、方法８００の一
部のステップは、オペレータによって部分的に実施されてもよく、コンピュータによって
制御される機械で自動で部分的に実施されてもよい。方法８００の血管内装置は、前述の
血管内装置に類似する特徴を含んでいてもよい。
【００５１】
　ステップ８１０では、センサ回路が基体表面に形成される。同様にステップ８１０では
、基体は中心部材、ハウジング、可撓性要素（たとえば、コイル、ポリマ管、コイルを埋
め込んだポリマ管など）、および／またはその他の要素に接着され、ガイドワイヤなどの
血管内装置を形成する。したがって、一部の実施形態では、ステップ８１０は、詳細に前
述した方法７００のステップ７１０から７８０までの１または複数のステップを実施する
ことを含んでいてもよい。
【００５２】
　ステップ８２０では、中心部材は血管内装置の可撓性部材内に配置される。ステップ８
３０では、１または複数の貫通穴または開口がステップ８２０の可撓性部材の遠位部に形
成される。たとえば、貫通穴は、可撓性部材の側壁を貫通してもよく、ハウジングの側壁
を貫通してもよく、および／または可撓性部材のその他の部分を貫通して、ステップ８１
０のセンサ回路を周囲に露出してもよい（たとえば、貫通穴４３５、図４参照）。
【００５３】
　図９は、一部の実施形態による、血管内環境の測定を取得する方法９００のフローチャ
ートを示す。方法９００は、オペレータによって、詳細に前述したシステム６００（図６
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参照）など、血管内環境に露出する端部センサで測定を実施するためのシステムを用いて
部分的に実施されてもよい。
【００５４】
　ステップ９１０では、血管内装置は血管内の所定の位置に配置される。ステップ９２０
では、電力は血管内装置のセンサ回路に提供される。センサ回路は血管内装置の長手方向
軸に略垂直に配置される（たとえば、センサ回路２２０、図２参照）。一部の実施形態で
は、ステップ９２０は、血管内装置に沿って伸びるケーブルに電圧を提供することを含ん
でいてもよい（たとえば、ケーブル５０１、図５参照）。さらに一部の実施形態によるス
テップ９２０は、光学信号を血管内装置に沿って伸びるケーブルの光ファイバに提供する
ことを含んでいてもよい。このため、一部の例では、圧力センサは、以下の特許文献の１
または複数に開示される光学圧力センサを含む。「カテーテル用の光ファイバ圧力センサ
」という名称の米国特許番号第７，６８９，０７１号、「超小型光ファイバ圧力センサシ
ステムおよび製造方法」という名称の米国特許番号第８，１５１，６４８号、「小型高感
度圧力センサ」という名称の米国出願番号第１３／４１５、５１４号、それぞれの内容は
その全体をすべての目的に対して、本出願に援用される。したがって、ステップ９２０は
接合装置を通じて制御コンソールによって実施されてもよい。
【００５５】
　ステップ９３０では、センサ回路からの信号を受信する。たとえば、信号は接合装置で
受信されてもよい。ステップ９４０ではセンサ回路からの信号が処理される。たとえば、
一部の実施形態では、アナログ信号は接合装置でデジタル信号に変換されてもよい。ステ
ップ９５０では、血管内環境からの測定が形成される。したがって、ステップ９５０は、
制御コンソールでプロセッサ回路およびメモリ回路を用いて部分的に実施される。一部の
実施形態では、ステップ９５０は、センサ回路からの処理された信号を保存すること、お
よび／または血管内部に存在する血管内装置の位置を記憶することを含んでも良い。たと
えば、処理された信号および血管内装置の関連する位置は、一部の例では、制御コンソー
ルのメモリ回路に保存されてもよい。一部の実施形態では、ステップ９５０は、表示ユニ
ットの表示測定を含んでいてもよい。ステップ９６０では血管内装置は異なる位置に変位
され、ステップ９２０、９３０、９４０、および９５０のうち１または複数を繰り返すこ
とによって、別の測定を取得する。
【００５６】
　記載した本発明の実施形態は単に例示的なものである。当業者は、様々に変形した実施
形態が具体的に開示した実施形態と異なることを認識されるであろう。これらの代替的な
実施形態も本開示の範囲内であることが意図される。このように、本発明は以下の請求項
によってのみ、限定される。
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